


 

 

 

 

 

 

 

 

日本フッソ工業株式会社に勤務している組合員のＹです。 

まずは簡単に私が勤めている日本フッソ工業（株）（以下、ＮＦ）を紹介します。 

ＮＦの本社工場は堺市美原区にあります。設立は１９６６年であり、今年の１０月で創業５

０年目を迎えます。ＮＦは、家庭用フライパンでも馴染み深い“テフロンコーティング”を産

業用機器（工場の反応槽、ロール、等）に施す技術を持ち、半導体、化学、医薬、自動車等日

本の基幹産業を下支えています。現在従業員は約１００名です。 

創業以来、ＮＦは時代と共に変化するお客様の要望に応えてきました。６０年代は主要顧客

が軽工業の企業であり、フッ素樹脂のくっつかない特性を活かしたコーティングを提供しまし

た。その結果、ベニア板をつくる機械に接着剤などが固着する、繊維機械の乾燥用ローラーに

染色液などが付着するといった課題を解決でき、この業界の国内シェアを独占しました。 

 ８０年代には、重化学工業の企業が主要顧客になり、フッ素樹脂の耐薬品性が活かされまし

た。例えば、石油プラント・製紙・医薬品などのプラント機器に対し、耐蝕・防食用のコーテ

ィングを施工しました。また、ＮＦは日本最大の焼成炉（□4ｍ×10ｍ）を保有していたこと

から、陸上輸送可能であればどんな大きさの機器にも施工できる唯一の会社であったため、競

合他社との差別化に成功し、事業が拡大しました。 

 ２０００年代以降、日本の技術の軸足は重厚長大から軽薄短小に、更にはナノテクに移りま

した。この流れの中で、特に半導体・液晶・ファインケミカル業界において製品の高純度化が

求められるようになり、ＮＦは不純物を出さないフッ素樹脂コーティング技術に経営資源を集

めました。その結果、この業界においても、顧客から一定の評価を得ることができました。 

このように、フッ素樹脂コーティングは様々な業界で活用されています。これは、フッ素樹

脂コーティングにより、各製造工程で発生する付着・腐食・帯電等が防止または低減され、そ

の結果、設備の耐久性、効率性、安全性が向上するためです。フッ素樹脂コーティングには高

い技術力が必要となりますが、特に、加工難度の高い大型機器への施工に関しては、ＮＦが国

内シェアの３０％以上を占めています。 

 

さて、私は２００７年４月にＮＦに入社したのですが、この頃の日本フッソ工業は最も好景

気で、創業以来の最高収益を上げ順風満帆でした。しかしながら、その後はリーマンショック

や半導体不況の煽りを受け、経営環境は激変しました。業績は低迷し、派遣社員、有期雇用契

約社員が解雇されましたが、それでも経費削減が十分でなく、ついには、正社員に対して希望

退職を募る事態になりました。丁度同じ頃、それまでＮＦを支えてきた重役が退任され、新た

な役員が登用されました。その頃から不適切な組織改編や人事が行われるようになり、社員は

不信感を抱くようになりました。その後、業績は回復しないままであり、ＮＦでは閉塞感が漂

うようになりました。 

～複数組合員職場からの報告～日本フッソ工業              

社長の放漫経営体質をチェックし、労働条件の改善等の課

題について協議できるよう、組合員を増やしていきます！ 



 

入社以来、私は大阪営業部に所属していましたが、２０１１年１２月に上司（Ｋさん）から

東京営業部へ異動の打診がありました（役員がＫさんに対し、私の意向を聞くよう、指示があ

ったためです）。当時、私は結婚を控えていることもあって、異動に前向きでない旨を伝えま

した。Ｋさんは私の意向を役員に伝え、暫く音沙汰なかったのですが、年が変わった２０１２

年１月、Ｘ総務部長（当時）によって計３回、それも１０時間、４時間、４時間という常識で

は考えられない長時間の面談が強要されました。 

Ｋさんは事前に面談が行われることすら聞かされていませんでした。そして、時間もさるこ

とながら、その内容も極めて異常でした。私はＫさんに回答した内容（異動に前向きになれな

い）を繰り返したのですが、それはＸ総務部長（当時）が求めるものとは違っていました。Ｘ

総務部長は私を東京営業部に異動させるよう、Ｓ営業本部長（現常務）から指示を受けていた

ため、私を説得し出したのですが、彼の発言は徐々に変質していきました。面談の途中から、

私は人格を否定され、脅迫的、威圧的かつ執拗に攻め立てられました。それでも私が意に沿う

返事をしなかったため、（面談と称した）監禁、Ｓ営業本部長の意向に沿った回答の強要、更

にはプライベートへの介入、婚約者、家族への誹謗中傷、その他数々の人権侵害発言を受けま

した。私は、面談の終盤には我を忘れるくらいの精神状態に追い込まれました。しかし、周囲

のサポートもあり、結局はこの異動はなくなりました。 

その後暫くは、従来通り仕事を継続していたのですが、上記の異常な会社の対応について検

討を重ねた結果、連合系のＪＡＭに所属する６名ほどの既存の労働組合（従業員一括加盟の企

業組合でない）に加入しました。しかし、この組合は主として賃金関係の交渉しか行わない状

態で、いわば御用組合のようでした。即ち、個別の労働者の不利益やパワハラ問題は交渉対象

としていませんでした。私はその組合にＸ総務部長から受けたパワハラ行為の相談したのです

が、結局有効な行動がなかったので、この組合を脱会しました。 

 

既存組合脱退後、知人からの紹介によって管理職ユニオン関西へ加入しました。当時、仲村

書記長や岡本執行委員には親身になってご対応いただき、２０１２年１０月、「Ｘ総務部長に

よるパワハラ問題」について、会社と初めての団体交渉を行いました。現在まで団交の回数は

延べ１３回を超え、期間として約３年が経過しています。このパワハラ問題については、会社

側は「人事権は会社の専権事項」であることを拠り所とし、当初、「パワハラではない」「問題

なし」としていました。これに対し我々は、事実経過の報告書を提出する等、物的証拠に基づ

き粘り強く追及してきました。その結果、会社側は徐々に抗しきれなくなってきました。現時

点では、加害者のＸ総務部長が「部長代理」に降格する、という目に見えた成果が出ています。

しかしながら、この降格はＸ氏にとって減給などの実害がなく、ある意味ごまかしとも取れま

す。しかも降格理由が「長時間に及ぶ拘束」のみであり、その内容（人権侵害、等）は含まれ

ていません。無論、我々はその内容も追及し続けており、最近会社は「一部」内容の非を認め、

和解に応じる姿勢を見せています。 

 

私自身のパワハラ問題が継続的に団交で取り上げられている間に、私の上司であるＫさんが

Ｘ総務部長のパワハラ問題や会社の対応に不信を抱き、私と一緒に戦うため、管理職ユニオン

に加入しました。また、Ｘ総務部長から長期間に亘って継続的なパワーハラスメントを受けた

現場のＡさんも加入しました。このパワハラについては、ＡさんがＸ総務部長（当時）の部下



 

であった期間に、「指導」と称して、日常的に別室で長時間に及んで監禁した上、人権を侵害

する、プライベートに過度に立ち入る、等という極めて悪質なものでした。その結果、Ａさん

は精神的に参ってしまい、長期間会社を休みました（医者の診断書もあります）。私のパワハ

ラ問題と並行して団交を進めるも、Ａさんの問題については、会社側は「物的な証拠がないの

で、そういう事実はなかった」と強弁しています（本問題も、団交で継続審議中です）。 

 

こうした中、２０１４年１０月、営業部で新たな問題が発生しました。合理的で妥当な説明

がないまま、また構成員の納得が得られないまま、私が所属する大阪営業部（計７人；当時の

部門長はＫさん）が中日本営業部、西日本営業部に分割されました。併せて、Ｋさんは中日本

営業部（私を含め計４名）の部門長になりました（部下は少なくなりました）。また、Ｋさん

には何の相談もなく、Ｋさんの部下だったＺ課長を西日本営業部（計５名）の部門長（次長）

に強引に昇格させました。更に、東京営業部の部門長（Ｈ次長）を営業本部の本部長代理に昇

格させました。このような人事、組織改編は、組合嫌悪による「組合員隔離」「昇格差別」で

あるとし、我々は団交を申し入れました。これに対し、会社側は人事、組織改編の理由を述べ

ないだけでなく、「団体交渉議題」にあたらないとし、団交拒否を行いました。会社側は斡旋

申立ても拒否したため、２０１５年３月、大阪府労働委員会へ不当労働行為の救済申立てを申

請しました（我々は客観的事実に基づいて訴えており、現在闘争中です）。一方で、この組織

変更に伴い、当時東京営業部の部門長（Ｈ次長）からパワハラや嫌がらせを受けたＢさんが、

懲罰的に中日本営業部に異動してきました。ＢさんはＨ次長（当時）からの不当な扱いを会社

に訴えましたが、無視をされる等不当な扱いを受けたため、組合に加入して団交を行っていま

す。 

今では、管理職ユニオン･関西の組合員は４名参加の団体交渉になり、組合用の掲示版も設

置されました。現在、問題を起こしたＸ氏は当時のような権力を振りかざした悪質な言動をし

なくなり、少なくとも表面上は非常に穏やかになっています。これは、明らかに我々の団交の

成果であり、従業員もそのことを認めています。 

 これまで団体交渉の対象である豊岡社長は、我々「管理職ユニオン･関西」に対して強い嫌

悪感を持っています。これは、我々は会社のことを思い、社長にとって耳の痛い話も伝えるた

めです（裸の王様である社長には、心地悪いのでしょう）。その結果、例えば、問題のＸ総務

部長（当時）に対する擁護が、通常では考えられないものになり、また異常な人事、組織改編

が行われるのです。事実、社長は我々が要求することに対しては、理由なく断固として認めな

い姿勢を貫いています。 

 

既にお分かりと思いますが、ＮＦには中立・公平な「人事考課」の基準やルールといったも

のは存在しません。考課の判断基準は、能力や実績ではなく、常に社長やその取り巻きの好き

嫌いです。近年、社長等に不信感をもっている従業員は少なくありません。会社を取り巻く労

働環境は良好とは言えず、労使間における不満や閉塞感が充満しています。懲罰・昇格を含む

人事、組織改編、等に対しても、疑問の声を聞くことも多くなっています。 

 

これまでＮＦには豊岡社長等による異常な経営をチェックし、正す機能がありませんでした。

合理性、妥当性、必然性、等がない異常な人事異動や組織変更等に対しても多くの社員は声を



 

出せていません。その結果として大きなトラブル・事故や、製品の不良、放漫経営体質が生ま

れ、会社の成長はおろか存続まで危うくなろうとしています。 

 現状を鑑み、私は、今後組合員を増やすことによって、管理職ユニオン･関西の日本フッソ

分会を設立し、従業員の権利拡大に努めたいと思います。そして、従業員と会社が対等に労働

条件の改善等の課題について協議できるようにしたいです。このような活動を通じ、閉塞感を

なくし、労働者の生活と労働条件の向上、労働者の経済的・社会的地位向上のために全力を尽

くしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

この三社、実質的には一つの会社（葬式屋）であり、小西という人物が事実上の代表者であ

る。しかし、小西は、この三社からは莫大な利益を送金させるだけで、沖縄に住んで熱帯魚を

見ながら生活しており、会社がある尼崎には月に 2～3 日来るだけ。後は番頭役であるＫとい

う人物が取り仕切ってきた。Ｋは、形式上とは言え、㈱花金と㈲ＧＦＳ．ＪＡＰＡＮの代表取

締役であり、㈱汐江花金の取締役である。 
 
問題の発端はＫのパワハラ。自分の責任は棚上げにして、目を付けた社員を苛め倒す。気に

入らなければボーナスを大幅にカットする、夜勤等をさせず手当を減らす等、やりたい放題の

状態であった。三社の社員はＫのパワハラに我慢できなくなり、6 人が管理職ユニオン・関西

に加入。それ以外の社員も社内組合を結成した。 
 組合員らの第一の要求はＫの追放。これを求めて 2 月 28 日午前 8 時から 3 日間に渡るスト

ライキを決行したことは、ニューフェイス第 7 号で報告した。そして、このストライキの結果、

3 月 2 日に行われた第 1 回団体交渉において、事実上の代表者小西は、3 月中に川端が自ら退

任するか、さもなくば解任すると約束した。ニューフェイス第 7 号では、「ストライキ決行 要

求貫徹！ 勝利！」と報告した。 
 
 しかし、喜びもつかの間、小西はこの約束をすぐ反故にしてきた。「Ｋ氏の取締役解任につ

いて強要された」とか「取締役解任の正当事由の存在が明らかになるまでは留保」等と言いは

じめたのである。会社のこうした対応に組合員らは憤激。3 月 20 日に開催した第 2 回団体交

渉で、小西に対しＫ解任等の誓約書への署名・捺印を求めたが、小西は拒否。そこで、組合員

らは残業を一切拒否することとした。いわゆる順法闘争である。会社は 36 協定も締結してい

なかったことから、残業させること自体違法であった。 
それと並んで、組合員 5 名が未払い残業代の支払いを求めて神戸地裁尼崎支部に提訴。請求

総額は 3000 万円を超えた。もともと組合員らは残業代請求については多少譲歩してもよいと

いう気持であった。それよりもＫを追放し、働きやすい環境を作っていきたいというのが何よ

りの希望であった。しかし、小西がＫを辞任ないし解任するという約束を反故にし、労働条件

～複数組合員職場からの報告～ 

㈱汐江花金、㈱花金、㈲ＧＦＳ．ＪＡＰＡＮ 



 

改善も一向に進めようとしなかったことから、ついに提訴に踏み切ったのである。 
 
 これに対し、小西は業務をどんどん外注するという形で対抗してきた。その結果、組合員ら

は様々な手当もなくなり、経済的にも厳しくなっていった。これに加え、Ｋを追い出せなかっ

たということで、組合員内部でもぎくしゃくし始めたのである。この頃より、会社側の攻勢・

組合側の守勢へと流れが逆転してきた。結局、2 名の組合員が持ちこたえられずに退職。社内

組合も事実上解体という形となった。会社は 36 協定締結後も、残った 3 名の組合員を業務か

ら外し続けた。さらに夏のボーナスの支払いも拒否する姿勢を見せ、7 月末に予定していた団

体交渉も拒否してきた。そして、8 月には組合の中心メンバーであるＩ氏とＨ氏に対し雇止め・

解雇の予告をしてきたのである。 
 もちろん、組合もこの間手をこまねいていたわけではない。7 月 9 日には、会社の労働基準

法違反（宿直許可を取らずに非組合員らを宿直させ、その分の賃金を支払っていないこと）に

ついて尼崎労基署に申入れ。労基署を通じて業務の改善をはからせようとした。もっとも、労

基署の対応は遅々としたもので、ようやく 8 月 24 日に会社を訪問して事情を聴いたというと

ころである。また、7 月 10 日には不利益取り扱い（業務外し）で、7 月 27 日には団交拒否で、

そして 8 月 17 日と 8 月 31 日には不利益取り扱い（雇止め・解雇）で、大阪府労働委員会に

不当労働行為救済申し立てを行った。 
 以上のような経緯で、組合は現在、神戸地裁尼崎支部での裁判（未払い賃金請求）、尼崎労

基署、大阪府労働委員会での不当労働行為救済申立て 4 本、という形で争っている。しかし、

小西は相変わらず沖縄でのうのうと熱帯魚を見て生活している状態であり、貯め込んだ金にも

のを言わせて、長期戦の構え。組合員が干乾しになって音を上げるのを待っているかのようで

ある。やはり、とことんふざけた会社に対しては、裁判も労働委員会も限界がある。粛々とこ

とを進めていたのでは、結局労働者が息切れしてしまうのである。 
 
 ここに至って、組合としては労働組合本来の力を最大限活かしていく方向を目指すこととし

た。労働組合本来の力とは何よりも直接行動である。もっとも、もとより業務から外されてい

る組合員がストライキをしたところで、会社の思うつぼである。会社はそれを理由に賃金を支

払わないだけで、組合員が自らの首を絞めることにしかならない。この間やり始めたのは、地

域一斉ポスティングである。この三社は、典型的な地域密着型の葬式屋である。大手の葬式屋

よりもやや値段は高いということだが、大正 14 年創業という伝統と地域からの信用で成り立

ってきた。組合としてはできれば数万枚程度のポスティングを実施し、地域の人々にこの会社

で何が起こっているのかを知っていただきたいと考えている。小西が沖縄でのうのうと熱帯魚

にうつつを抜かしているのを許すつもりはない。今後、組合員の方にも街宣活動への協力要請

を行うこととなるが、是非ご協力をお願いしたい。 



 

 
 
 
 
 
 
（１）全従業員に対して未払い賃金を支払わせる 
 ㈱ＧＨＰは、ラブホテルやレジャーホテルの取得、運営、販売を行なっている全国

企業である。Ｏさんは、2010 年 7 月に㈱ＧＨＰにパートとして採用され、「天王寺リ

トルチャペルココナッツ」というホテルで清掃の業務に就いてきた。 
 Ｏさんは当組合に入る前から、釜ヶ崎地域合同労組という労働組合の組合員として活

動してきた方だ。そのため、Ｏさんにかかわる相談も、釜ヶ崎地域合同労組から当組合

に持ち込まれ、以降共同で取り組むようになった。最初の相談は、タイムカードの 15 分

未満切捨てと着替え時間に関するもの。2011 年の正月明けから交渉を開始したが、㈱Ｇ

ＨＰ側もあっさり非を認めて、未払い賃金を支払った。ここまではよくある話である。 
 しかし、Ｏさんの目的は未払い賃金の獲得だけではなかった。Ｏさんは働きやすい職

場を作っていきたかったのである。そこで、Ｏさんは、未払い賃金についても、自分だ

けでなく、そのホテルで働く全従業員に対して支払うよう求めた。私はなかなか難しい

と考えていたのだが、予想に反して㈱ＧＨＰはあっさり引き下がった。理由は良く分か

らない。Ｏさんに続いて組合に加入する人が出てくることを恐れて事前に手を打ったの

か、釜ヶ崎地域合同労組や当組合と揉めることを恐れたのか。ともあれ、ホテルの従業

員全員に対して未払い賃金を遡って支給させたばかりか、以降着替え時間も労働時間と

して計算させ、タイムカードも 1 分単位で賃金計算させることとなり、かつそのことを

全従業員に周知させた。最初の要求は全面勝利となったのである。 
 
（２）有給休暇の獲得と人員増 
 Ｏさんが勤務していたホテルにおいては、パート従業員らは有給休暇をとったことが

なかった。そもそも、そんなものがあるということすら知らされていなかったのだ。ま

た、例え知っていたとしても、ギリギリのシフトで回しているために、有給休暇をとれ

ば他の従業員に迷惑がかかってしまう状態であった。 
 そういう状況だったが、Ｏさんはまず自分で有給休暇を申請して取得し始めまた。そ

して、ホテル側に有給休暇の申請書を作らせて、全従業員に周知させたのである。しか

し、問題はそれだけでは解決しない。人員がギリギリだと実際有給休暇をとることが難

しいのである。そこで、Ｏさんは人員増を要求した。実際の業務内容を積み上げ、最低

何人必要かをはじき出し、全員が有給休暇を消化するとしたら、人員を増員する他ない、

という形で交渉を進めていった。その結果、Ｏさんの勤務時間帯に限ってではあるが、

人員増が実現したのである。 
 
（３）「スタッフ会費」の事実上の廃止 

～複数組合員職場からの報告～ 

株式会社ＧＨＰ 



 

㈱ＧＨＰでは、従業員の毎月の賃金から「スタッフ会費」を天引きし、これを福利厚

生費に充当していた。しかし、パート社員等はほとんど福利厚生の恩恵を受けることも

なかった。いわば取られる一方なので、これに対する不満も多かったのである。そこで、

Ｏさんは「スタッフ会費」の賃金からの天引きの廃止と、退会の自由の承認を要求した。

2012 年初頭から交渉を始めたが、そもそも「スタッフ会費」天引きにかかわる労使協定

がなかったことから、㈱ＧＨＰも突っ張りきれず、組合の要求を飲むことになった。そ

の結果、Ｏさんがまず脱退したのに続き、ホテルの従業員はほぼ全員脱退したのである。

さしあたりＯさんの勤務しているホテルに限られてはいるが、「スタッフ会費」は事実上

ほぼ廃止となったのである。 
 
（４）盆・正月手当ての復活 
 ㈱ＧＨＰでは、就業規則に盆・正月手当が明記されており、賃金を 2 割 5 分増しで支

払うことになっていた。しかし、数年前からこの制度は事実上廃止となっていたのであ

る。そして、これについても、従業員の不満がたまっていた。 
 そこで、Ｏさんは盆・正月手当の復活を要求した。これに対し、㈱ＧＨＰは、①盆・

正月手当は 3 年前にすでに廃止している、②廃止については従業員に口頭で説明してい

る、③就業規則の記載は誤りであり、消し忘れである、と主張した。組合としては㈱Ｇ

ＨＰが盆・正月手当を認めないのであれば労基署に申告することも考えていたが、数回

の交渉の末、㈱ＧＨＰは盆・正月手当を 2012 年夏から復活することを約束した。 
 
（５）時給アップを巡る攻防 
 Ｏさんが次に求めたのが時給アップである。Ｏさんの採用時の賃金

は時給 770 円。当時の大阪府の最低賃金は 762 円ですから最賃ギリ

ギリである。その後、Ｏさんの賃金は最賃が 779 円に上ったのに応じ

て 780 円、最賃が 786 円に上ったのに応じて 790 円となった。いず

れにしても最賃ラインである。そこで、Ｏさんは①採用時の時給を 800 円とすること、

②採用後半年で原則昇給させること、及びその後 1 年毎に原則昇給させること、③その

ために、形骸化している査定制度を改善し実効化すること、等を要求した。 
これに関しては、㈱ＧＨＰも強く抵抗した。数回交渉を行なったが全く進展しない状

況が続いたのである。そこで、組合はＯさんの時給アップに絞って交渉を行うことにし

た。㈱ＧＨＰの元々の査定制度では、①店舗長が従業員に対し査定表を配布、②従業員

が自己評価、③店舗長が 1 次評価、④店舗長による評価が 75 点（100 点満点）以上であ

れば本社に送付、⑤本社の決済により昇給決定、という仕組みになっている。組合はこ

の制度を活用することを考え、2011 年 12 月の査定時に、組合の指示によりＯさんに自

己評価 100 点で査定表を提出してもらったのである。その結果、店舗長は 76 点という査

定をし、本社決裁によりＯさんの時給は 2012 年 4 月から 30 円アップし、時給 820 円と

なった。また、昨年の引き上げで大阪府の最賃が 800 円となったことから、それに応じ

てＯさんの時給も 830 円にアップさせた。組合の狙いとしては、Ｏさんに続いて他の従

業員にも自己査定 100 点で提出してもらい、もし店舗長が 75 点未満の査定を出してきた



 

ら、なぜそのような査定になったのかを問いただすために団交を求めるつもりであった。

しかし、Ｏさんに続く動きを作り出せなかったため、この目論見は外れてしまった。 
 Ｏさんの時給アップの交渉と並行しながら、組合は㈱ＧＨＰの査定制度の改善を求め

る交渉も行なった。そして、数度の交渉を経て、査定制度を改善させることが出来た。

具体的には、2012 年 7 月から、①半年に一度昇給のための査定を実施すること、②査定

による昇給時期を明確にすること、③従来の査定表について組合の意見を取り入れて見

直すこと等である。その結果、2012 年夏の査定から、査定表は変更された。 
 
（６）店舗長の交代 
 ㈱ＧＨＰは次々とホテルを買収して急成長している会社である。そして、Ｏさんの勤

務するホテルの店舗長Ｙ氏は、㈱ＧＨＰ生え抜きの社員ではなく、元々買収された側の

ホテルに勤務していた人物であった。いわば、㈱ＧＨＰにとって不必要な人物だったの

である。 
 Ｙ氏は社内で居場所のない不満をホテルの従業員にぶつけ、怒鳴り散らす等のパワハ

ラを行なってきた。また、少しでも成績を上げるために、客が少なければ従業員を早帰

りさせるようなことも行なっていた。Ｙ氏はＯさんのことを目の敵にしていたのだが、

Ｏさんには直接手を出すことが出来ず、Ｏさんと親しくしていたり、Ｏさんに相談した

りする従業員を怒鳴りつけていた。そうしたことが続いた結果、Ｙ氏はほぼ全ての従業

員から疎まれるようになっていった。 
 そして、2013 年 4 月、Ｙ氏に対する反発からついに従業員が団結し、ほとんどの従業

員が署名・捺印する形で、会社に対して嘆願書を提出しました。嘆願書の内容は「私達は

Ｙ店舗長の管理指導の下で働くのが苦痛であります。その理由は大別すると以下の二点になり

ます。①スタッフに対して平然と嘘をつく。②スタッフの人権を侵害する物言い（行為）をする。Ｙ

店舗長と私達スタッフとの信頼関係は完全に崩壊しており、関係修復は不可能だと考えます。」

というものであった。もちろん、この動きを主導したのはＯさんだった。 
 嘆願書提出を受け、組合は 4 月 18 日に㈱ＧＨＰと団交を持った。その団交には、Ｏさ

んの他、初めて同僚 3 人が参加した。団交でＹ氏のパワハラについて事実関係を追及し

たところ、Ｙ氏はほとんどの事実を認めた。そして、団交の翌日、4 月 19 日にＹ氏は配

置転換となったのである。 
 
（７）分会結成と職場レベルでの定期協議開始 
 以上のように、Ｏさんの粘り強い闘いによって、ホテルでの従業員の労働条件は少し

ずつではありますが改善されてきた。何よりも、Ｏさんが現場で店舗長と渡り合い、団

交等で獲得した成果を確実に現実化していったことが大きかったと思う。この頃になる

と、店舗長はＯさんのことを恐れ、Ｏさんと顔を合わすことすら避けるようになった。

その一方で、他の従業員は、何か困ったことがあるとＯさんに相談するようになった。

その結果、日常的な問題は、Ｏさんが店舗長と掛け合って解決していくところまでにな

っていきたのである。また、店舗長のパワハラ問題等をきっかけに職場での組合員も 4
名となった。こうした力関係を踏まえ、2013 年末に分会を結成、その後は職場レベルで



 

の定期協議を実施するに至った。 
 
（８）系列他店舗への拡大 
 Ｏさんは自分の店舗で実現してきた労働条件の改善をブログで積極的にアピールして

きた。その結果、他店舗からもチラホラと相談が入り始めたのである。㈱ＧＨＰ系列の

ホテルは大阪府内だけでも 20 を超える。 
 拡大の第 1 号は生玉にある「生玉ラブ」というホテルであった。そこの従業員が有給

休暇を申請したところ、店舗長から「うちにはそんな制度はない」と一蹴されたのがき

っかけだった。この従業員が怒ってＯさんに相談。その結果、組合に加入して団体交渉

を行うこととなった。2014 年 7 月に交渉実施。私としてはこれほど楽な交渉はなかった。

すでにＯさんが労働条件改善の実績を積み上げてきている。したがって、交渉では、す

べてＯさんのいる「天王寺リトルチャペルココナッツ」の労働条件に合わせろと要求。

会社も一切抵抗できず、要求を受け入れた。もちろん、形だけ権利を認めさせても、そ

れを実効化するのは職場での力関係である。職場での粘り強い組合活動がない限り、い

つでも権利は形骸化する。有給休暇取得などはその典型だ。残念ながら、当該組合員が

すぐに退職してしまったことから、「生玉ラブ」では組合の拡大にまで至らなかった。そ

の後の労働条件がどうなっているかは不明だが、元の木阿弥に戻っていないことを祈る

ばかりである。 
 拡大の第 2 号は「茨木シャルル・ペローの白いチャペル」というホテルだった。この

ホテルで働く従業員ＴさんもＯさんのブログを見て相談。Ｔさんはそれまでも店舗長に

様々な改善を求めてきたがほとんど相手にされず。そのため業を煮やして組合加入とな

ったのである。今年 1 月に組合加入通知と団交申入れ。数回にわたって団交を実施。交

渉では、Ｏさんのいる「天王寺リトルチャペルココナッツ」で実現した労働条件の実現

を目指すと同時に、それを上回る条件の獲得を目指した。例えば、未払い賃金について

は過去 3 年分の支払い、有給休暇については 4 月 1 日で消滅する分を上乗せ（勤続年数

が長い人であれば最大 60 日ということになる）を求めた。組合の考えは、「会社は違法

行為を知りつつこれを放置してきた。従って、相応のペナルティを科すべきだ。」という

ものである。会社は、予想どおり難色を示している。会社の姿勢は、「組合が介入すれば

法律で強制される最低限は実施するが、それ以上はしない。組合がないところでは平然

と違法行為を継続する。」というものなのである。 
 
（９）一層の拡大を目指して 
 これまで組合と会社はある意味悪くない関係を継続してきた。組合の要

求に対し、会社もある程度応えてきたと思う。しかし、そのレベルは労働基準法順守か

それに毛が生えた程度のものであって、決して高いものではなかった。要求のレベルを

一段階上げるのであれば、従来のような穏健な交渉での要求実現は限界に達しつつある。

組合員数を増やし、街宣活動を含めた組合活動を強化してこそ、交渉力も強まる。これ

まではＯさんの職場活動とブログによって実績を作り拡大してきたが、今後は系列店舗

でのビラまき等もっと積極的な活動を展開していく予定である。 



 

 
 

 
 
 
私は金属製品メーカー直系のメンテナンス会社にて勤務して 33 年強になります。 

事の発端は 2015 年 2 月 23 日、平成 27 年度の組織人事の発表に於いて、当時、担当部長

兼営業課、課長であった役職から 2 段階降格になる営業 2 課、担当課長を任命するとの事

でした。私は、この人事に納得いかず、上司である支店長、支社長に降格の理由を確認し

ましたが、両者ともに納得できるような回答はしていただけませんでした。 
 

タイミング良く！？ その年の初めに実家の母がアルツハイマー型の

認知症と診断され、母の介護、長男である自分の立場、仕事を絡めて自分

の将来について結論を出せていない状況でした。 
 

私は今年で 55 歳、このままこの会社にいても 60 歳で定年、継続雇用をしていただいて

65 歳で退職になることになります。それならば 10 年若いこの機会に会社を卒業しても良

いかな… と考え社員規定を見直しました。すると、既に抹消されていると思い込んでい

た『在宅研修制度』の規定が目にとまりました。この規定は最高 2 年間、休職扱いで社員

の身分を有しながら基本給のみ支給され、期間満了後に退職するというものです。 
 

これだ！！ 私はすぐに母の介護の必要性と会社にこれ以上迷惑を掛けたく無い旨を、

嘆願書に纏
まと

め、支店長、支社長の了解も頂き、本社の決済を待ちました。しかし、結果は

私の思いは届かず本社から「却下」との回答でした。何故、社員規定にあるものが適用で

きないのか？納得いかず、話を元に戻して『2 段階降格の取消』と『在宅研修制度の承認』

について話し合いの場を設けることを会社に申し入れしました。その願いも叶わず、会社

側は『全面拒否！』との最後通告でした。 
 

1 人で会社に立ち向かう事に限界を感じ精神的にもとことん追い込ま

れたなかで、管理職ユニオンに駆け込み、ｊ執行委員の「明確な理由も

なく降格は不当労働行為だ！！」とのお言葉を頂戴し、3 月 19 日組合

加入と同時に加入通知書と団交申入書を社長宛て郵送しました。 
 

1 回目 4 月 10 日、2 回目 5 月 8 日、3 回目 5 月 27 日、4 回目 6 月 29 日  
 

私 1 人では交渉の場に立とうともしなかった会社側も、組合からの申し入れは断れず、

書記長、ｊ執行委員他、組合員の皆様のお力をお借りして、4 回の団体交渉で決着をつけ

る事ができました。 
結果は当初私が要求した『2 段階降格の取消』と『在宅研修制度の承認』は認められま

～解決報告～ 

退職金上乗せ等の条件で円満退職 



 

せんでしたが、本来、自己都合で退職する場合は、通常退職金のみの支給しかありません

が、規定の割増退職金に加えてプラスアルファと、研修費用を支払うという事で解決しま

した。 
私は当面、お世話になった管理職ユニオンの組合員として在籍させていただき、私以上

に会社で不利益を被っている他の組合員の皆様に、微力ですが少しでもお手伝いできれば

と考えております。 
 
書記長、Ｊ執行委員、ご協力頂いた組合員の皆様方、この度は大変お世話になりありが

とうございました。また、今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
 
 

 
 
 
 
 

最初に、私が会社から受けた退職勧奨から、退職に至るまでの長い期間、団体交渉、書

類作成等、管理職ユニオンの書記長、団体交渉に参加してくださった委員長さん、兵庫部

会に参加された方々、その他組合員の皆様、本当にありがとうございました。 

組合加入からの、精神的な支えがなければ、私の２３年１１ヶ月の会社での、忍耐生活

を続けることは、困難だったと思います。 

３年前に、私の油断からの就業時間内のゲームをして、密告されるまでに、会社からの

嫌がらせは度々ありました。しかし、出来るだけ自分自身が耐えられる事や出来る限りの

交渉は、自分でしようと、加入通知書も出さずにいました。今思えばサービス残業の請求

が、過去２年前までしか請求できないことも知っていながら請求もしないできました。自

分が耐えることで、自分を美化し、私の価値や長所を社長もいつか理解してくれるんじゃ

ないかという期待と、会社にいることで、社長を苦しめたいという気持ちがあったからだ

ったと思います。 

３年前に、退職金も３０％増額という条件もけって、団体交渉で首をつないでいただき

ました。この時私は、負けたくないという気持ちから、何点かの自分の目標を決めました。 

その目的は、まずは、最短の目標として“１ヶ月会社に在籍すること。” 

その後は、“次回のボーナスまで在籍し続けること。”  
等最終課題の “定年まで在籍し就労し続けること”でした。 

そして、最終課題の “定年まで在籍し就労すること” 以外は、ほ

ぼ達成しました。 

理由がどうであれ、最終課題まで、到達できなかった事に対して、悔しさは残りますが、

これからの過酷な就職生活を私なりに歩んでいこうと思っております。 

現在も、会社と交渉中の方々に一組合員の私は、陰ながら応援しております。大阪の組

合事務所等、顔を出した時には、就職生活に向けてのアドバイスなどお願いします。 

解決報告“私の会社都合退職にあたり・・・” 
組合員 Ｋ・Ｓ 
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（解決報告） (株)K 組合員 HK さん（40 代男性） 

 

相談内容（2015 年 4 月 24 日） 

2015 年 1 月入社、パート。3 月下旬に正社員登用の話を持ちかけられたが、給与面で

条件が合わず断ったところ、解雇を告げられた。即日加入、団交申し入れ。これ以後は

基本的に文書の遣り取りで交渉が進んだ。 
 
会社側（2015 年 4 月 30 日、5 月 14 日） 

・本社が遠方にあるため大阪での団交にすぐには応じられないが拒否するつもりはない。 
・具体的な要求内容を文書で示して欲しい。 

組合側（2015 年 5 月 15 日） 

・原則的に要求は解雇撤回なので解雇理由を明らかにされたい。 
・和解等の解決にも柔軟に対応する。 

会社側（2015 年 5 月 22 日、29 日） 

・和解等の解決には柔軟に対応したい。 
・解雇でなく合意退職と認識している。正社員を雇うことは会社にとって必要なので、

正社員になれないならば雇い続けることができないことは、最初から伝えていた。 
・本人からは「はい」「分かりました」等の発言もあった。 
・4 月 20 日までの雇用を予定していたが、4 月 3 日にドアを足で蹴るという粗暴行為が

あり勤務を続けることが困難と考え、4 月 20 日までの賃金は支払うので翌日から出社

しなくてよいと伝えた。 
組合側（2015 年 6 月 2 日） 

・正社員になれなければ雇い続けられないことは事前に聞いていない。 
・「はい」「分かりました」は内容を理解したことを伝えただけで、合意したわけではな

い。 
・ドアを足で蹴るような粗暴行為はしていない。 
・金銭和解の提案。解雇予告手当、生活保障、慰謝料で 6 ヶ月を要求。 

会社側（2015 年 6 月 8 日、26 日） 

・正社員になれないのであれば…という内容を伝えていないということはありえない。

やはり合意退職と理解している。 
・粗暴行為は退職の理由ではない。また粗暴行為についての事実認識が大きく異なる。 
・以上の認識からすれば、解雇予告手当と慰謝料については理由がない。6 ヶ月は応じ

られないが、生活保障・解決金等の名目で早期解決を探りたい。 
・金銭交渉の段階に入ったと思われるので弁護士と交渉して欲しい。 

 
このような経緯を踏まえて、7 月 14 日から電話で弁護士と金銭交渉を何度

かした。組合側は 3 ヶ月を要求し、会社側は当初 2 ヶ月を想定していたらし

いが、弁護士が会社を説得してくれるとのことで、翌週 3 ヶ月で合意が成立。 
8 月 4 日、東京から弁護士、社労士、会社 2 名の計 4 名が組合事務所に訪

れて合意書に調印し、解決した。 



 

 
 
 
 
 
 8 月 23 日（日）13 時 30 分より、豊中にある「くらしかん」にて、コミュニティユニオ

ン関西ネットワーク（関西ネット）の運営委員会が開催されました。毎月代表者会議とい

うものをやっているのですが、運営委員会は年に一度の定期大会のようなものです。台風

接近中ではありましたが、当日は快晴。やや秋めいてきたこともあって猛暑も一段落し、

絶好の日和となりました。もちろん、そのおかげというわけではありませんが、総勢 40
名程の各地のユニオン組合員が集合。当組合からも 5 名が参加しました。 
 最初は運営委員会の会議。関西ネットとして取り組んでいる「ハローワーク雇止め裁判」

の報告や、最低賃金改定にかかる取組と状況の報告、コミュニティユニオン全国交流集会

の確認などの後、各ユニオンからの報告が行われました。詳しい報告は省略させていただ

きますが、それぞれに大きな争議を抱えていたり、重要な取り組みをしていたり、敬服さ

せられます。また、今回の運営委員会のホスト役であった北大阪合同労組からは多数の組

合員が参加されていて、自己紹介を兼ねてそれぞれの職場での問題と取組を語っていただ

きました。私は毎月の代表者会議である程度聞いているのですが、初めて参加した組合員

の方にとってはとても新鮮であったようです。その後、関西ネットの新役員を選任しまし

た。代表がユニオンおおさかの O さんと関西ユニオンのＰさん、事務局長が北大阪合同労

組のＫさんに決まりました。また、全国ネットの委員については、きょうとユニオンのＴ

さんとユニオンおおさかのＯさんが継続となりました。 
 約 10 分間の休憩を挟んで、いよいよ星のクリニック院長の星野先生の講演。あらかじめ

7 項目ほどの質問を用意していて、星野先生がそれに答えていくという形式。精神科医の

立場から見ても労働環境の悪化が著しい、労働者が分断・個別化されていて連帯がますま

す困難になっている、というようなお話をされていました。とりわけ安倍政権や大阪維新

の会のことを強烈に批判され、ちょっと文書では紹介しにくい取組（？）の話もあり、会

場は大いに沸きました。質疑応答を含めて約 1 時間半。きっちり 17 時前に運営委員会は

無事終了。 
 ぞろぞろと連れ立って会場を後にし、北大阪合同労組の事務所を見学。豊中郵便局の真

向かいにあるやや古いビルの 2 階。ウナギの寝床というのか、幅は 4 メートル弱ですが、

奥行きがとてつもなく長い。結構な広さです。 
 さて、17 時半頃から、いよいよお楽しみの交流会。20 名以上の方が参加しました。阪

急豊中駅の裏手の飲み屋で、たっぷり 2 時間ほどビール片手に歓談。日頃他のユニオンと

一緒に飲む機会があまりもててないので、とてもよかったと思います。 
 以下私個人の考えですが、やはり関西ネットでは、個別のユニオンではできないことを

やっていければと思っています。例えば、行政との交渉や連携、最低賃金引き上げの取り

組み等です。新体制もできたことで、来年一年頑張っていきたいと考えています。  

～報告～ 
コミュニティユニオン関西ネットワーク 運営委員会 

大橋 
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 今年の最低賃金改定がほぼ決まりました。まだ異議申し立ての期間中なので最終確定ではない

ものの、ほぼこれで決まりです。施行時期についてはまだ決まっていませんが、例年によれば、

大阪では 10 月初旬になるかと思います。大阪は全国で唯一大台の 20 円アップで決着する見込み

です。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 2014年度 今年のアップ 2015年度 
大阪府 838円 20 円 858円 
京都府 789円 18 円 807円 
兵庫県 776円 18 円 794円 
奈良県 724円 16 円 740円 
滋賀県 746円 18 円 764円 

最低賃金改定 

関西ユニオン組合員のＩさんが、大阪地方最低賃金審議会で意見陳述！ 
今日はお忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございます。このような場でお話しする機会を与えられたことを、本当にう

れしく思っております。一労働者として、また若者の立場から最低賃金についての所感を述べさせていただければと思いま

す。 

大学を卒業して以来、私は主に派遣社員として、これまで 10 社ほどの会社を転々と渡り歩いてきました。それは私自身

が、長期的に従事する仕事を嫌悪していたがために起こった結果ではなく、あくまでも契約期間の都合により、また先方の事

情により長期的に就業できなかったという結果です。 

仕事をしようと思えば、すぐに仕事が出来たこの数年間を考えれば、私のケースは非正規社員の中でもまだ良い方に入ると

思いますが、時給や労働時間に左右される立場ゆえに、決して経済的に安定していたというわけではありません。 

これまで時給1000 円以上の場所で働いてきましたが、就業時間が 6～7 時間程度のものが多く、交通費や昼食代を差し

引けば日給が 5000 円を切ることも多々ありました。月給で換算しても 15 万足らずになることも殆どです。月々の家賃代、光

熱費、通信費、食費、社会保険料を差し引けばあっという間になくなります。それでもまだ身体が自由に動くうちは月々の支

出が増えたとしても、あとで取り戻すことも出来ますが、事故や病気で多額な医療費がかかるようになってきたらどうでしょう

か？また万が一何らかの事情で働けなくなったら・・・？そう思うと不安は否めません。もはや非正規社員にとって、時給とい

うものは正規社員の受ける待遇も包括したものになっているのです。 

もちろん長引く不況の中で、使用者が「より安く使える人材」「会社の都合で自由に切れる人材」を求める理由もわかりま

す。収入が限られている中で出来る限り支出を減らそうと節約に徹するという理屈は、限られた収入の中でやりくりする私も一

緒です。しかし今後、安い人件費で雇える移民が市場に溢れた場合、（もちろんこれは既に安倍政権が進めていますが、）こ

の場合企業からの保障のないもとで働く私たちはどうなるのでしょうか？この流れは、長期的に働ける求人が少なくなってき

ている中で、更に労働力の安売り競争に追い打ちをかけていくでしょう。ただでさえ安売りする余裕などがないほど、経済的に

追い込まれている人たちが多い中で、競争が加速していったら私たちの生活はどうなるのでしょうか？最低賃金があること

で、辛うじて保障されている私たちの給与はどうなっていくのでしょうか。 

結果は目に見えていますが、最低賃金が下がり傾向になればなるほど私たちの生活は危ぶまれていきます。賃金の基準

値を設けるということは正規と非正規との差がこれ以上に広がらないようにする抑止力にもなるのです。就活によって正規社

員の職を得ることが難しくもなっている中、10 年前・20 年前とは就職状況も違っている中で、非正規のポジションについてい

ることは、果たして私たち自身の能力不足・自己責任ということになるのでしょうか？病気や家庭の事情があって非正規を選

ばざるを得ない人たちも、シングルマザーとして働かざるを得なくなった人たちも、運が悪かったからということで済まされてし

まうのでしょうか。 

話が広がりましたが、時給と労働時間によって私たちの生活は支えているのであり、だからこそ、どんな状況下でも揺るがな

い時給を保障するための金額が必要になってくるのです。私たちにとっては、それはセーフティネットそのものなのです。ご清

聴ありがとうございました。 



 

 
 
 
 
 
 

 8 月 21 日（金）19 時から、組合事務所において第 2 回医療介護組合員交流

会を開催しました。総勢 12 名が参加。和気あいあいの話し合いができました。

参加者は、包括支援センターで働いている看護師、社会福祉士、婦人施設で働

いている社会福祉士、障がい児施設で働いていた保育士、養護老人ホームの元

施設長、ＮＰＯで働いていた介護士等々様々。それぞれに簡単に自己紹介をし

ていただき、組合について考えていること等を語っていただきました。もっと

も、これだけ集まると自己紹介だけで大変。やはり、それぞれ抱えている想いが積もって

いるのだと思います。 
話の中でも印象的だったのは、Ａさんのお話。Ａさんが働いていたところでは、経営陣

が一新されたのを契機に、それまでの職員をほとんど総入れ替えするということが行われ

たということです。Ａさん自身はそのターゲットから外れていたのですが、同僚が追い詰

められるのを見ていられず、組合加入。利用者家族を一軒一軒訪問して理解を求めたとい

うのです。こうした闘いの結果、Ａさんらは無事職場にとどまり、今はとても働きやすい

環境になっているとのこと。とてつもなくエネルギッシュな人だということが分かりまし

た。 
ＮＰＯ法人で障がい児介護の仕事をしていたＢさんは、今は介護とは関係のない仕事を

しているのですが、自分で陶芸教室を開設したということで、そのチラシを持参されまし

た。Ｂさんの場合、とてつもない長時間労働で体調を崩して退職に至りました。必ずしも、

すっきりした解決とはならなかったのですが、自分で新しい道を見つけ前向きに進んでい

る姿を見られたのはとてもうれしかったです。労働問題の常として、結局元には戻ること

はありません。使用者の不法な行為の結果苦しめられた時間は帰ってこないし、仮に職場

復帰しても以前と同じ気持ちで仕事をすることはないでしょう。だから、労働問題の解決

とは、労働者自身が新しい選択をしていく他ないと思います。それは職場に戻ってその職

場を改善していくことかもしれないし、まったく別の道を進むことかもしれませんが、い

ずれにしても覆水盆に返らず。何もなかった頃には戻ることはないのです。 
さて、夜 9 時前に交流会はいったんお開きとなりましたが、その後もビールを片手に三々

五々歓談が続き、解散は夜 10 時前。その間、組合員同士で団交の相互支援の約束などもし

ていたようです。 
今後も医療介護組合員交流会は定期的に続けていきたいと思っています。ただ、私の実

感としては、医療介護と一括りにしても、看護師・社会福祉士・介護士といった職種間の

違いは大きいし、病院・介護施設・包括支援センターといった勤務先の違いも大きいよう

に思います。そこから、どのように共通項を見出し、きずなを作っていけるのか、まだま

だ模索中というところです。 

～報告～ 
第 2回 医療介護組合員交流会 

 



 

 

 

東京電力福島復興本社内レストランにてランチ！ 

今年３月に全線開通をした常磐自動車道

を通り広野ＩＣで下り、一般道を少し行くと

東京電力福島復興本社に到着。原発事故で被

災した方々への賠償、除染、復興推進の業務

を統括しているとの事。 

駐車場近くに富士電機製の放射線量計が

あり０．２８６μＳｖ／ｈと表示されていた

が真偽の程は分からない。入口に向かって行

くと２００６年ジーコ監督のもとサッカーワールドカップ日本代表選手の大きな集合写真

が私を迎えた。ここは原発事故前までは福島県双葉郡楢葉町と広野町にまたがる日本サッ

カー界初のナショナルトレーニングセンター「Ｊヴィレッジ」である。事故発生当時は収

束に向けた最前線基地となっていたが今は収束しつつ（？）あるのか中継基地となってい

る。（福島第一原発から南へ約２０Ｋｍ） 

レストランへは特にセキュリティの問題は無く普通に行ける。ランチタイムだけは平

日・土日問わず一般に開放している。カレーライス・ラーメン・日替り定食各６００円。

カツカレー８００円の４種類の品揃え。私は日替り定食の食券を購入。セルフサービスに

なっておりプレートを取りビッフェ形式でおかずを盛ってゆく。（盛れるのは一回だけ。ご

飯・お味噌汁はお代り自由） 本日のおかずは、卵と鶏肉あえ・さんま煮・きんぴらごぼ

う・ホウレン草のお浸し・漬物。直接聞いた訳ではないがどれも福島県産のような気がし

た。 

レストラン内は１００人位は優に入りそうな広さである。重々しい雰囲気があるのかと

思っていたが全く無く、Ｙシャツ姿の東電職員や関係者がランチ休憩をしていた。防護服

姿の作業員は一人もいない。 

窓からの眺めは、海岸沿いの松の木林ばかりだが、地面はサッカーグランドの芝生が剥

がされ従業員の駐車場となり所狭しに並んでいた。平日であったせいか一般客と思われる

のは私の他２人位と思われた。ランチタイムにも関わらず全員男性ばかりでレストラン従

業員以外女性の姿が一人も見かけなかったのに疑問を覚えた。 

食べ終わりウロウロする訳にもいかないので入口に戻った。入口横にはジーコジャパン

メンバーやＦＣ東京・セレッソ大阪・鹿島アントラーズが合宿を行った時の寄せ書きが張

られており、その脇には「国内外の英知を結集し、長期にわたる廃炉作業を、安全かつ着実に

進めます」との標語が掲げあげられていた。入口にて「原発再稼働反対！」「原発はいらん！」

とシュプレヒコールを挙げる勇気もなく、Ｊヴィレッジを後にした。因みにレストラン名

は「ハーフタイム」、シェフはサッカー日本代表チーム帯同の西 芳照氏との事。著書で「サ

ムライブルーの料理人」等がある。東京電力福島復興本社のハーフタイムが終われば以前

組合員Ｓ 福島の旅 



 

のサッカー場に早く戻ってもらいたい。 

 

国道６号線を北上！ 

Ｊヴィレッジを後に国道６号線を北上

し一路南相馬市に向かった。一年前に南よ

り富岡町・大熊町・双葉町・浪江町の約１

４キロ間の交通規制が解除され一般の車

の通行が可能となった。が、しかし通行出

来るのは車だけで二輪車・自転車・徒歩は

認められていない。しかも車の途中停車や

外に出ることも認められていない。おまけに窓を閉め、エアコンは外気ではなく内気にし

て通過するようにとの事。 

富岡町に差し掛かったところから様相が変わる。浪江町までの間、全ての脇道にバリケ

ードが置かれ、また国道に隣接する民家の玄関にも全てバリケードが置かれていた。脇道

バリケード前には警備員が立っていたが軽微な格好でマスクは着用しているが市販のマス

クに見受けられた。福島第一原発に通ずると思われる道には警官が配置されていたがマス

クはやはり市販のマスクの様だった。警官・警備員の被爆対策は大丈夫なのかと疑問に思

った。 

驚いたのは約１４キロの間にある信号が全て黄色点滅であった。思っていたより交通量

は多く、ひたすら走り抜けるだけ。道中の光景でおそらく新築と思われる家を始め、点在

する建物すべての周りが草だらけであった。 

今も避難生活を余儀なくされている大勢の方がいることを知りつつ、また東日本大震災

の月命日にも関わらず、８月１１日に安倍政権は鹿児島県の川内原発再稼働を行った。安

倍首相自らトップセールスマンとして原発輸出ビジネスも行おうとしている。日本で原発

が稼働していなければ恰好がつかないからなのだろう。被災した方ひいては国民を馬鹿に

しているとしか思えない。 

除染が終われば本当に避難されている方々は帰宅が可能になるのだろうか。車中より福

島第一原発の現場作業員にエールを送り南相馬市を目指した。 

 

追記： 

「奇跡の一本松」といえば岩手県陸前高田市が有

名だが、ほとんどマスコミには取り上げられていな

いが宮城県南相馬市にも「奇跡の一本松」がある。

陸前高田市の松は枯れてしまいレプリカとなってい

るが南相馬市のは枯れずに頑張って生きている。松

に直接触れる事は出来ないが生きることへの執念を

感じた。 



 

 
 
 
 
 
前回に「ＦＰと株主優待」について書きました。余裕資金のある方は株主優待の対象銘柄を運

用して特典をゲットしてください。でも、もともと所得税をそれほど負担していなくて貯金もな
ければ、前々回のふるさと納税も前回の株主優待も使えません。そこで今回は低収入、少額資産
の方でも使える節税スキルの紹介です。老後を安心に導く資産形成を目指して一緒に頑張りまし
ょう。 
 まず税金にはどんな種類があって御自身が何れの税金をたくさん払っているかを把握すること
です。労働者個人が負担する税金には、主なものとして所得税、住民税、消費税があります。住
宅を所有していれば固定資産税、車を所有すれば自動車取得税、自動車重量税、自動車税、それ
に走っただけガソリン税がかかります。これら税金に対しては、賃貸住宅に住み、カーシェアー
などを活用すると実質的な経済負担は少し軽減されます。 
 さて税金には上記以外にたばこ税、酒税があります。たばこ税についていえば銘柄によるでし
ょうが、ざっと小売価格の６５％が税金です。毎月15,000円たばこ代に使っている方は9,750円
を税金として払っています。月収 100 万円の方にとっても１％近くですし、月収３０万の方でし
たら 3,25％もの負担になっています。喫煙によって、低収入の方は所得税より多額のたばこ税を
発生させることになります。喫煙については健康面から止めることが奨められています。親御さ
ん、配偶者、子供さん、友人知人から切実に禁煙を求められている方も多いことでしょう。収入
の多い方についても毎月あたり10,000円近くの所得税の負担を軽減しようと思えば、それなりの
対策が必要でしょう。禁煙すれば、税金対策に関して、労せずして節税が実現します。 
 酒税も人によっては生活費用のなかの大きな部分を占めますので、お酒を控えることで節税効
果が大きいと思います。禁煙やお酒を控えることで貯めたお金で投資をしてアインシュタインも
感心したという複利の力を借りて運用すれば、資産を築いていけます。 
 最後に消費税ですが、生活全体を見直して余分な支出を抑えることで節税できます。家庭菜園
などで野菜や果物をつくることができる方は食費を抑えながら健康面でも配慮ができるでしょう。
お部屋の収納や整理に関心を向けることで、余分な日用品や消耗品にかけるお金を節約できます。
探せば見つかったものをだぶって買ってしまったり、要らないものをずっと保管していて家を狭
くしていたり（がらくたもお家賃を食うのです）、そういったことは意識しないとなかなか改善し
ません。 
 労働組合での取り組みは給料をしっかり取ってくるところまでですが、そのあとの家計管理が
うまくできるかどうかで、生活の質や資産形成の優劣が決まります。「収入より少ない支出で暮ら
す。」この基本が資産形成につながります。家計簿をつけることが節約生活には有効です。家計簿
をつけるのは面倒です。しかしながら運用資産が高額になり、毎日の生活の収支より運用資産の
評価額（日々の時価など）が主要な関心ごとになってきたとき、家計簿をつける御自身の人件費
を削減しようと考えるようになるでしょう。そうなれば家計簿をつける作業から卒業ということ
になります。また事業主として調査研究に時間と労力を割かれるようになり、そちらに専念した
ほうがパフォーマンスがあがるようになったときも家計簿を卒業できます。もちろん労働者とし
て立身出世したときもですが・・ 
 投資家や事業主の方には当たり前のことですが、給与所得者の方も確定申告のために各種の領
収証を集めて整理しておくことです。株式の売買など申告が必要な場合もありますし、医療費控
除を受けるには必ず領収証が必要です。 
 さあ今日から禁煙して、お酒は控えめにして、家事の効用を見直してしっかり整理整頓、家計
簿をちゃんとつけて節税、節約生活を始めましょう！ 
  
＊健康や美容についていま勉強中です。次回にとはお約束できませんが、いずれ成果を発表した
いと思っています。お楽しみに！！ 

～Mr.K のあれこれエッセイ第 4 回～ 

 「健康的に節税生活はじめよう！」 
                                 ＭＵ組合員Ｋ 



 

 
 
 
 
 

組合事務所界隈から始めた安い・旨い・ユニークなお店を紹介する勝手なペー

ジです（笑）一度、騙されたと思っていってみて!(^^)! 
今回は、居酒屋 大旦那 １５時から OK・・ 

天満駅より徒歩 3 分 

ぶらり居酒屋呑みログ 

連載企画 11 

カルチャー 

 情報広場 

入り 

めちゃ抑えて呑ん

だけど丁寧に送り

出し。ありがとう

今度もう少し呑む

ね(^^)/ 
 

ビンビールと安いお

つまみで軽く仕上げ

ました・・ 

注文するたびに、スタッ

フがお疲れ様とか言って

くれまして何かうれし

い・・ 

大旦那  大阪市北区天神橋 4-1-2 松一ビル 1F  

06-6881-2827 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱汐江花金・㈱花金、㈲ＧＦＳ．ＪＡＰＡＮ 

街宣行動にご協力を！ 
 

不当労働行為のオンパレードを絶対に許さない！ 

組合員に対する仕事外しと手当削減による干乾し責め！ 

組合員 2人に対する雇止め・解雇通告！ 

団交拒否！ 

 街宣車を借りて尼崎市を回るとともに、同社周辺にて一斉にポスティングを行う予定

です。是非、ご協力ください！ 協力いただける方は、組合までご連絡を！ 

  【第 1回街宣行動】 

○日時：9 月 12 日（土）10 時～12 時 

○場所：ＪＲ尼崎駅ロータリー集合 

  【第 2回街宣行動】 

○日時：9 月 19 日（土）14 時～16 時 

○場所：ＪＲ尼崎駅ロータリー集合 

詳細は本機関誌の「複数組合員職場からの報告」をご参照ください！ 

＜ＳＷＡＮＹ 1989 年、日本遠征闘争の記録＞上映会 
アジアスワニーは韓国に進出した日系企業。手袋製造で有名な会社です。当時の韓国

は低賃金で過酷な労働条件がまかり通っていました。そんな中、女性労働者たちが労働

組合を結成して改善を求めたところ、アジアスワニーはファックス 1枚で工場閉鎖・全

員解雇を通告。あまりにもひどい会社のやり方に、5人のアジアスワニー労組闘争団が日

本にやってきました。関西の多くの労働組合がこの闘争団を支え、大闘争へと発展しま

した。その時の記録映画です。是非、ご覧ください！ 

日時：9月 15 日（火）19 時～ 

場所：組合事務所 

   ～闘争団の決議文～ 

「この世に労働者として生まれたことを恥じていた時代は終わった。韓国の労働者を牛

馬のようにこき使い、ぼろ紙を捨てるように不法投棄した悪辣な資本家三好鋭郎に、踏

みにじられた韓民族の自尊心を取り戻すための歴史的な大闘争を繰り広げる。」 


